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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

提出会社の状況

回次 第67期中 第68期中 第69期中 第67期 第68期

会計期間

自2019年
　４月１日
至2019年
　９月30日

自2020年
　４月１日
至2020年
　９月30日

自2021年
　４月１日
至2021年
　９月30日

自2019年
　４月１日
至2020年
　３月31日

自2020年
　４月１日
至2021年
　３月31日

売上高 （百万円） 2,952 2,137 2,477 5,838 4,859

経常利益又は経常損失

（△）
（百万円） 86 △312 △23 146 △235

中間（当期）純利益又は中

間(当期)純損失（△）
（百万円） 63 △420 6 115 △254

持分法を適用した場合の投

資利益
（百万円） － － － － －

資本金 （百万円） 150 150 150 150 150

発行済株式総数 （千株） 300 300 300 300 300

純資産額 （百万円） 7,120 6,692 6,858 7,129 6,918

総資産額 （百万円） 10,420 10,029 10,721 10,811 11,049

１株当たり純資産額 （円） 23,733.92 22,306.77 22,861.35 23,762.26 23,060.44

１株当たり中間（当期）純

利益又は１株当たり中間

(当期)純損失（△）

（円） 210.97 △1,401.03 19.80 383.80 △848.18

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益
（円） － － － － －

１株当たり配当額 （円） － － － 60 60

自己資本比率 （％） 68.3 66.7 64.0 65.9 62.6

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
（百万円） 392 61 531 497 99

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
（百万円） △107 △222 △200 △796 △525

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
（百万円） △75 △197 △130 △131 △351

現金及び現金同等物の中間

期末（期末）残高
（百万円） 4,118 3,121 2,904 3,480 2,703

従業員数
（人）

134 134 128 126 126

（外、平均臨時雇用者数） (56) (59) (61) (61) (59)

（注）１．当社は中間連結財務諸表を作成していないため、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移については

記載していない。

２．持分法を適用した場合の投資利益は、関連会社がないため、該当事項はない。

３．第67期中、第67期、第69期中の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益は、潜在株式が存在しないた

め記載していない。また、第68期中、第68期の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、

１株当たり中間（当期）純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載していない。

４．「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号　2020年３月31日)等を当中間会計期間の期首から適用

しており、当中間会計期間に係る主要な経営指標については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっ

ている。
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２【事業の内容】

　当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はない。

 

３【関係会社の状況】

　該当事項はない。

 

４【従業員の状況】

(1）提出会社の状況

2021年９月30日現在
 

従業員数（人） 128（61）

（注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含むほか嘱託を含む。）

であり、臨時雇用者数（人材会社からの派遣社員を含み、嘱託は除く。）は、当中間会計期間の平均人員を

（　）外数で記載している。

２．当社は放送事業の単一セグメントであるため、「セグメントの名称」の記載を省略している。

 

(2）労働組合の状況

　労働組合との間に特記すべき事項はない。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

 (1)経営方針

　　当中間会計期間において、当社が定めている経営方針に重要な変更はない。

　　また、新たに定めた経営方針はない。

 

 (2)経営環境及び優先的に対処すべき課題

　　当中間会計期間において、当社の経営環境及び優先的に対処すべき課題に重要な変更はない。

　　また、新たに生じた経営環境及び優先的に対処すべき課題はない。

 

２【事業等のリスク】

　当中間会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等

のリスクについての重要な変更はない。

 

３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 

(1)経営成績等の状況の概要

　当中間会計期間における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の　

状況の概要は次のとおりであります。

　①財政状態及び経営成績の状況

　当中間会計期間の国内経済状況は、昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響が大き

く、首都圏では非常事態宣言が出されるなど飲食業界や観光産業をはじめとして多くの業種に打撃をあたえており

ます。県内経済でも同様で、インバウンド需要の消失、イベントや祭り等の中止などにより厳しい経済環境が昨年

より続いております。しかし、ワクチン接種の普及拡大とともに経済活動は徐々に回復していくものと見込まれま

す。

　このような状況の下、当中間会計期間の業績は売上高2,477,034千円で前中間会計期間に比べ15.9％の増収とな

りました。このうち、ラジオ収入は221,869千円（前年同期比3.3％増）、テレビ収入は2,184,979千円（同14.1％

増）、その他の営業収入70,185千円（同750.2％増）となりました。営業費用は、売上原価で1,177,593千円（同

1.6％増）、販売費及び一般管理費で1,329,269千円（同2.1％増）となり、営業損失29,828千円（前年同期は営業

損失324,036千円）、経常損失22,541千円（前年同期は経常損失312,277千円）、中間純利益5,941千円（前年同期

は中間純損失420,309千円）となりました。

 

　②キャッシュ・フローの状況

　当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ、200,486千円

増加（前事業年度末比7.4％増）し、当中間会計期間末には2,903,561千円となりました。

　当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は530,527千円（前年同期比773.9％増）となりました。これは主に、税引前中間

純損失25,117千円（前年同期は税引前中間純損失327,148千円)を計上したものの、売上債権の減少額207,884千

円(前年同期比32.2％減）を計上し、非現金支出項目である減価償却費を262,915千円（同10.0％増）計上したこ

とによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、200,480千円（前年同期比9.9％減）となりました。これは主に、有形固定資

産の取得による支出192,346千円（同9.7％減）があったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は129,561千円（前年同期比34.3％減）となりました。これは主に、リース債務

の返済による支出111,561千円（同40.8％増）によるものであります。
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　③会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　　前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 

　④生産、受注及び販売の実績

a.販売実績

　当社は放送事業の単一セグメントであるが、当中間会計期間の販売実績を区分別に示すと、次のとおりである。

区分
当中間会計期間

（自　2021年４月１日
至　2021年９月30日）

前年同期比（％）

ラジオ放送    

タイム放送料 （千円） 127,728 1.7

スポット放送料 （千円） 84,047 5.7

制作収入 （千円） 10,094 6.0

計 （千円） 221,869 3.3

テレビ放送    

タイム放送料 （千円） 1,015,456 3.7

スポット放送料 （千円） 1,084,275 21.2

制作収入 （千円） 85,248 113.2

計 （千円） 2,184,979 14.1

その他の営業収入 （千円） 70,185 750.2

合計 （千円） 2,477,034 15.9

（注）１．最近２中間会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりで

ある。

相手先

前中間会計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年９月30日）

当中間会計期間
（自　2021年４月１日
至　2021年９月30日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

日本テレビ放送網㈱ 672,838 31.5 673,937 27.2
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(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

　当社に関する財政状態及び経営成績の分析・検討内容は原則として中間財務諸表について分析した内容でありま

す。なお、文中の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

①重要な会計方針及び見積り

　当社の中間財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されておりま

す。

　その作成は経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影響を与える

見積りを必要とします。経営者は、これらの見積りについて過去の実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、

実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。

　当社の中間財務諸表で採用する重要な会計方針は、第５〔経理の状況〕の〔中間財務諸表等〕「重要な会計方

針」に記載しております。

 

②当中間会計期間の経営成績の分析

　当中間会計期間の売上高は2,477,034千円で前中間会計期間に比べ15.9％の増収となりました。このうち、ラジ

オ収入は221,869千円（前年同期比3.3％増）となり、この主な増収の要因は、ラジオタイム、ラジオスポットとも

に増収となったことによるものであります。テレビ収入は2,184,979千円（同14.1％増）となりました。この主な

増収の要因は、主にテレビスポットの増収によるものであります。その他の営業収入は70,185千円（同750.2％

増）となりました。これはコロナワクチン接種の普及拡大によりイベント等が徐々に開催されたためであります。

営業費用では、売上原価で1,177,593千円（同1.6％増）、販売費及び一般管理費で1,329,269千円（同2.1％増）と

なりました。これは売上原価では主に、減価償却費、番組制作費が増加、販売費及び一般管理費では催物費、売上

げ増による代理店手数料が増加したことによるものであります。売上高がコロナ禍前の水準に戻らず、営業損失

29,828千円（前年同期は営業損失324,036千円）、経常損失22,541千円（前年同期は経常損失312,277千円）、中間

純利益5,941千円（前年同期は中間純損失420,309千円）となりました。

 

③経営成績に重要な影響を与える要因について

　激甚災害が起きれば、当社の経営成績に重大な影響を与える要因となります。

　ネットと通信、電波等のさらなる規制緩和政策により、県域放送の枠組みが揺らぎ、再編もしくは撤廃の方向と

なれば、地方局の存亡にかかわり、経営成績に重大重要な影響を与える要因となります。

　キー局である日本テレビ放送網㈱の視聴率および体制の変化は、系列である当社の経営成績に重大な影響を与え

る要因となります。

　　コロナ禍が長期化すれば景気悪化及び経済活動の低迷が続き、広告収入が落ち込む要因となります。

 

④資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社の運転資金需要の主なものは、放送費、技術費、販売費及び一般管理費等の営業費用です。投資を目的と

した資金需要は、設備投資等によるものです。

　　　　当社は事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としています。

　短期運転資金は自己資金および金融機関からの短期借入により、設備投資や長期運転資金の調達については、自

己資金ないしリース契約によることとしています。

　なお、当中間会計期間末における借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は2,083,357千円、現金及び

現金同等物の残高は2,903,561千円と前事業年度末に比べ200,486千円の増加となっています。

 

４【経営上の重要な契約等】

　当中間会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はない。

 

５【研究開発活動】

　当中間会計期間において、特記すべき事項はない。
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第３【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

　当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。

 

２【設備の新設、除却等の計画】

　当中間会計期間において、前事業年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はな

い。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はない。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 1,200,000

計 1,200,000

 

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在発行
数（株）
（2021年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（2021年12月23日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 300,000 300,000 非上場
当社は単元株制度は

採用していない。

計 300,000 300,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　　　　　該当事項はない。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　　　　　該当事項はない。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はない。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の状況】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

2021年４月１日～

2021年９月30日
－ 300,000 － 150,000 － －
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（５）【大株主の状況】

  2021年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

株式会社東奥日報社 青森市第二問屋町三丁目１番89号 18,860 6.29

株式会社青森銀行 青森市橋本一丁目９番30号 15,000 5.00

青森県市町村職員退職手当組合 青森市堤町二丁目１番１号　協同ビル３Ｆ 15,000 5.00

株式会社みちのく銀行 青森市勝田一丁目３番１号 15,000 5.00

株式会社アール・エー・ビー映像 青森市松森一丁目８番１号 12,720 4.24

北方商事株式会社 青森市橋本一丁目７番２号 11,050 3.68

株式会社宝来商事 青森市奥野一丁目３番12号 11,030 3.68

山本　恒太 青森県青森市 9,200 3.07

青森放送従業員持株会 青森市松森一丁目８番１号 6,210 2.07

大川　多津子 神奈川県川崎市高津区 6,150 2.05

計 － 120,220 40.07

 

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

2021年９月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　300,000 300,000 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 300,000 － －

総株主の議決権 － 300,000 －

 

②【自己株式等】

2021年９月30日現在
 

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に対
する所有株式数の割
合（％）

－ － － － － －

計 － － － － －

 

EDINET提出書類

青森放送株式会社(E04397)

半期報告書

 9/36



２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はない。
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第５【経理の状況】

１．中間財務諸表の作成方法について
　当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）に

基づいて作成している。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間（2021年４月１日から2021年９月30日

まで）の中間財務諸表について、中島公認会計士事務所により中間監査を受けている。

 

３．中間連結財務諸表について
　当社は子会社がないので、中間連結財務諸表を作成していない。
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１【中間財務諸表等】

（１）【中間財務諸表】

①【中間貸借対照表】

  (単位：千円)

 
前事業年度

(2021年３月31日)
当中間会計期間
(2021年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,708,075 2,908,561

売掛金 1,542,009 1,334,124

貯蔵品 13,040 11,736

その他 156,999 72,545

貸倒引当金 △32 △27

流動資産合計 4,420,092 4,326,940

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） ※３ 2,225,905 ※３ 2,192,046

構築物（純額） ※３ 261,550 ※３ 263,894

機械及び装置（純額） ※３ 1,028,819 ※３ 942,020

工具、器具及び備品（純額） 239,887 230,653

土地 576,306 563,106

リース資産 1,275,705 1,223,603

有形固定資産合計 ※１ 5,608,172 ※１ 5,415,323

無形固定資産   

ソフトウエア 16,227 13,982

施設利用権 2,473 2,339

リース資産 10,392 5,196

無形固定資産合計 29,092 21,516

投資その他の資産   

投資有価証券 676,210 607,619

繰延税金資産 － 25,008

差入保証金 30,900 21,329

その他 285,109 303,229

貸倒引当金 △301 △301

投資その他の資産合計 991,918 956,885

固定資産合計 6,629,181 6,393,724

資産合計 11,049,273 10,720,664
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  (単位：千円)

 
前事業年度

(2021年３月31日)
当中間会計期間
(2021年９月30日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 118,170 121,449

短期借入金 900,000 900,000

リース債務 243,709 237,312

未払金 354,137 135,364

未払法人税等 13,456 6,955

賞与引当金 34,300 34,800

その他 336,090 ※４ 401,458

流動負債合計 1,999,861 1,837,339

固定負債   

退職給付引当金 893,032 917,670

役員退職慰労引当金 136,700 139,400

リース債務 1,051,209 946,045

繰延税金負債 28,472 －

その他 21,867 21,807

固定負債合計 2,131,279 2,024,921

負債合計 4,131,140 3,862,260

純資産の部   

株主資本   

資本金 150,000 150,000

利益剰余金   

利益準備金 37,500 37,500

その他利益剰余金   

設備更新積立金 2,050,000 2,050,000

別途積立金 3,983,700 3,983,700

繰越利益剰余金 613,166 601,107

利益剰余金合計 6,684,366 6,672,307

株主資本合計 6,834,366 6,822,307

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 83,767 36,096

評価・換算差額等合計 83,767 36,096

純資産合計 6,918,133 6,858,404

負債純資産合計 11,049,273 10,720,664
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②【中間損益計算書】

  (単位：千円)

 
前中間会計期間

(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当中間会計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

売上高 2,137,142 2,477,034

売上原価 1,158,862 1,177,593

売上総利益 978,280 1,299,441

販売費及び一般管理費 1,302,316 1,329,269

営業損失（△） △324,036 △29,828

営業外収益 ※１ 16,853 ※１ 23,025

営業外費用 ※２ 5,094 ※２ 15,738

経常損失（△） △312,277 △22,541

特別損失 ※３ 14,870 ※３ 2,577

税引前中間純損失（△） △327,148 △25,117

法人税、住民税及び事業税 1,500 1,500

法人税等調整額 91,661 △32,559

法人税等合計 93,161 △31,059

中間純利益又は中間純損失（△） △420,309 5,941
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③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）

      (単位：千円)

 株主資本

 

資本金

利益剰余金

株主資本合計 

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合
計

 
設備更新積立
金

別途積立金
繰越利益剰余
金

当期首残高 150,000 37,500 2,000,000 3,983,700 935,621 6,956,821 7,106,821

当中間期変動額        

設備更新積立金の積立   50,000  △50,000 － －

剰余金の配当     △18,000 △18,000 △18,000

中間純損失（△）     △420,309 △420,309 △420,309

株主資本以外の項目の当中間期
変動額（純額）

       

当中間期変動額合計 － － 50,000 － △488,309 △438,309 △438,309

当中間期末残高 150,000 37,500 2,050,000 3,983,700 447,312 6,518,512 6,668,512

 

    

 評価・換算差額等

純資産合計
 

その他有価証
券評価差額金

評価・換算差
額等合計

当期首残高 21,858 21,858 7,128,679

当中間期変動額    

設備更新積立金の積立   －

剰余金の配当   △18,000

中間純損失（△）   △420,309

株主資本以外の項目の当中間期
変動額（純額）

1,662 1,662 1,662

当中間期変動額合計 1,662 1,662 △436,647

当中間期末残高 23,520 23,520 6,692,032
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当中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）

      (単位：千円)

 株主資本

 

資本金

利益剰余金

株主資本合計 

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合
計

 
設備更新積立
金

別途積立金
繰越利益剰余
金

当期首残高 150,000 37,500 2,050,000 3,983,700 613,166 6,684,366 6,834,366

当中間期変動額        

剰余金の配当     △18,000 △18,000 △18,000

中間純利益     5,941 5,941 5,941

株主資本以外の項目の当中間期
変動額（純額）

       

当中間期変動額合計 － － － － △12,059 △12,059 △12,059

当中間期末残高 150,000 37,500 2,050,000 3,983,700 601,107 6,672,307 6,822,307

 

    

 評価・換算差額等

純資産合計
 

その他有価証
券評価差額金

評価・換算差
額等合計

当期首残高 83,767 83,767 6,918,133

当中間期変動額    

剰余金の配当   △18,000

中間純利益   5,941

株主資本以外の項目の当中間期
変動額（純額）

△47,671 △47,671 △47,671

当中間期変動額合計 △47,671 △47,671 △59,730

当中間期末残高 36,096 36,096 6,858,404
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④【中間キャッシュ・フロー計算書】

  (単位：千円)

 
前中間会計期間

(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当中間会計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間純損失（△） △327,148 △25,117

減価償却費 239,034 262,915

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6 △5

賞与引当金の増減額（△は減少） △25,800 500

退職給付引当金の増減額（△は減少） △102,674 24,638

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 400 2,700

受取利息及び受取配当金 △10,249 △9,340

支払利息 5,094 15,738

補助金収入 － △6,000

固定資産除却損 14,870 2,577

売上債権の増減額（△は増加） 306,756 207,884

棚卸資産の増減額（△は増加） △579 1,304

買入債務の増減額(△は減少) 9,651 3,280

未払消費税等の増減額（△は減少） 84,772 119,435

その他の流動資産の増減額（△は増加） △33,457 △40,321

その他の流動負債の増減額（△は減少） △66,960 △71,734

その他 △7,516 △934

小計 86,188 487,519

利息及び配当金の受取額 10,250 9,340

利息の支払額 △5,037 △15,693

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △30,694 49,361

営業活動によるキャッシュ・フロー 60,706 530,527

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △5,000 △5,000

定期預金の払戻による収入 5,000 5,000

有形固定資産の取得による支出 △212,982 △192,346

有形固定資産の除却による支出 △2,947 △1,229

無形固定資産の取得による支出 － △1,545

貸付けによる支出 － △170

貸付金の回収による収入 1,071 360

その他 △7,641 △5,550

投資活動によるキャッシュ・フロー △222,499 △200,480
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  (単位：千円)

 
前中間会計期間

(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当中間会計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △79,229 △111,561

短期借入金の増減額（△は減少） △100,000 －

配当金の支払額 △18,000 △18,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △197,229 △129,561

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △359,021 200,486

現金及び現金同等物の期首残高 3,479,748 2,703,075

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 3,120,727 ※ 2,903,561
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等

　移動平均法による原価法

 

(2）棚卸資産

貯蔵品

　最終仕入原価法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

 

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

建物　　　　　定額法

その他　　　　定率法　ただし、2016年４月１日以降に取得した構築物については、定額法を採用して

いる。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりである。

建物　　　　　８～50年

機械及び装置　10～15年

(2）無形固定資産（リース資産を除く）

　自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法、それ以

外の無形固定資産については、定額法を採用している。

　　　　　　(3) リース資産

　　　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

 

３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　売掛債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額の当中間会計期間負担分を計上している。

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務に基づき計上している（簡便

法）。

(4）役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間会計期間末要支給額を計上している。

 

４.収益及び費用の計上基準

　　　収益の計上基準

　　売上高の計上については、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービス

　と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識している。なお、当社が代理人に該当すると判断したもの

　については、他の当事者が提供する財又はサービスと交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控

　除した純額を収益として認識している。

 

５．中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっている。

 

 

 

 

EDINET提出書類

青森放送株式会社(E04397)

半期報告書

19/36



(会計方針の変更)

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサー

ビスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。これによる主な変更点は、次のとおり

である。

 

(1)本人と代理人

放送事業の一部の取引に係る収益について、従来は、総額で収益を認識していたが、顧客への財又はサービスの

提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、純額で収益を認識する方法に変更している。

 

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期間の期首

の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。

この結果、当中間会計期間の売上高及び販売費及び一般管理費は146,013千円減少しているが、営業損失、経常損

失及び税引前中間純損失に与える影響はない。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はない。

なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前中間会計期間に係る「収益認識関係」注

記については記載していない。

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企

業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める

新たな会計方針を将来にわたって適用することとした。なお、これによる損益に与える影響はない。

また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこ

ととした。ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（令和

２年３月６日内閣府令第９号）附則第６条第２項により、経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度

に係るものについては記載していない。
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（追加情報）

　　　　　（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）

　　　　　　当社では繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りについて、財務諸表作成時において入手可能な情報

に基づき実施している。

　　　　　　新型コロナウイルス感染症の影響については、当中間会計期間末以降も一定期間にわたり継続するとの仮定

に基づき、会計上の見積りを行っている。

　　　　　　なお、当該見積りに用いた仮定の不確実性は高く、新型コロナウイルス感染症の収束時期及び経営環境への

影響が変化した場合には、上記の見積りの結果に影響し、将来の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況に影響を及ぼす可能性がある。

 

 

（中間貸借対照表関係）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

 
前事業年度

（2021年３月31日）
当中間会計期間

（2021年９月30日）

　 7,116,004千円 7,363,440千円

 

　２　当座貸越契約

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結している。この契約に

基づく中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりである。

 
前事業年度

（2021年３月31日）
当中間会計期間

（2021年９月30日）

当座貸越極度額 2,800,000千円 2,800,000千円

借入実行残高 900,000 900,000

差引額 1,900,000 1,900,000

 

※３　圧縮記帳

　有形固定資産に係る国庫補助金の受入れによる圧縮記帳累計額は、次のとおりである。

 
前事業年度

（2021年３月31日）
当中間会計期間

（2021年９月30日）

建物 83,049千円 83,049千円

構築物 80,239 80,239

機械及び装置 181,089 181,089

計 344,377 344,377

 

 

※４　消費税等の取扱い

　当中間会計期間において、仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額の重要性が乏しいた

め、流動負債の「その他」に含めて表示している。
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（中間損益計算書関係）

※１　営業外収益のうち主要な費目及び金額は次のとおりである。

 
前中間会計期間

（自　2020年４月１日
至　2020年９月30日）

当中間会計期間
（自　2021年４月１日
至　2021年９月30日）

受取利息 40千円 32千円

補助金収入                           － 　　　　　　　　 　　　 6,000

受取賃貸料                        5,404                        5,643

 

※２　営業外費用のうち主要な費目及び金額は次のとおりである。

 
前中間会計期間

（自　2020年４月１日
至　2020年９月30日）

当中間会計期間
（自　2021年４月１日
至　2021年９月30日）

支払利息 5,094千円 15,738千円

 

※３　特別損失のうち主要な費目及び金額は次のとおりである。

 
前中間会計期間

（自　2020年４月１日
至　2020年９月30日）

当中間会計期間
（自　2021年４月１日
至　2021年９月30日）

固定資産除却損 14,870千円 2,577千円

 

　４　減価償却実施額

 
前中間会計期間

（自　2020年４月１日
至　2020年９月30日）

当中間会計期間
（自　2021年４月１日
至　2021年９月30日）

有形固定資産 232,099千円 255,342千円

無形固定資産 6,857 7,495
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首株
式数（株）

当中間会計期間増
加株式数（株）

当中間会計期間減
少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 300,000 － － 300,000

合計 300,000 － － 300,000

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －

 

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

2020年６月25日

定時株主総会
普通株式 18,000 60 2020年３月31日 2020年６月26日

 

(2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの

　該当事項はない。

 

当中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首株
式数（株）

当中間会計期間増
加株式数（株）

当中間会計期間減
少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 300,000 － － 300,000

合計 300,000 － － 300,000

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －

 

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

2021年６月25日

定時株主総会
普通株式 18,000 60 2021年３月31日 2021年６月28日

 

(2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの

　該当事項はない。
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとお

りである。

 
前中間会計期間

（自　2020年４月１日
至　2020年９月30日）

当中間会計期間
（自　2021年４月１日
至　2021年９月30日）

現金及び預金勘定 3,125,727千円 2,908,561千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △5,000 △5,000

現金及び現金同等物 3,120,727 2,903,561

 

 

 

（リース取引関係）

　　　　　（借主側）

１．ファイナンス・リース取引

　　所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1）リース資産の内容

　①有形固定資産

　　主として、電源棟自家発等電気設備(建物、機械及び装置)、制作スタジオ照明設備(機械及び装置)又、

マスター設備(機械及び装置)である。

　②無形固定資産

　　ラジオ営放、人事・経理システムソフトウエア(ソフトウエア)である。

 

(2）リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「２.固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりである。
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（金融商品関係）

１．金融商品の時価等に関する事項

中間貸借対照表計上額（貸借対照表計上額）、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。

前事業年度（2021年３月31日）
 

 
貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1）投資有価証券(*2)    

その他有価証券 513,610 513,610 －

資産計 513,610 513,610 －

(1）リース債務 1,294,918 1,288,834 △6,083

負債計 1,294,918 1,288,834 △6,083

(*1）「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似す

るものであることから、記載を省略している。また「売掛金」及び「短期借入金」については、短期間で決済

されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略している。

(*2）以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(1)投資有価

証券」には含まれていない。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりである。
 

区分 前事業年度（千円）

非上場株式 162,600

 

(*3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま

れている。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ

り、当該価額が変動することがある。

 

 

当中間会計期間（2021年９月30日）

 
中間貸借対照表
計上額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1）投資有価証券(*2)    

その他有価証券 445,019 445,019 －

資産計 445,019 445,019 －

(1）リース債務 1,183,357 1,175,361 △7,996

負債計 1,183,357 1,175,361 △7,996

(*1）「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似す

るものであることから、記載を省略している。また「売掛金」及び「短期借入金」については短期間で決済さ

れるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略している。

(*2）市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれていない。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は

以下のとおりである。

区分 当中間会計期間（千円）

非上場株式 162,600

(*3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、

当該価額が変動することもある。
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２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
 

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類

している。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算

定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係

るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属す

るレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類している。

 

(1）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

当中間会計期間（2021年９月30日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券     

その他有価証券     

株式 445,019 － － 445,019

資産計 445,019 － － 445,019

 

 

(2）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

当中間会計期間（2021年９月30日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

リース債務 － 1,175,361 － 1,175,361

負債計 － 1,175,361 － 1,175,361

 

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

 

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価している。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１

の時価に分類している。

 

リース債務

   　時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定

 しており、レベル２の時価に分類している。
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（有価証券関係）

１．満期保有目的の債券

前事業年度(2021年３月31日)

　該当事項なし。

当中間会計期間(2021年９月30日)

　該当事項なし。

 

２．子会社株式及び関連会社株式

前事業年度(2021年３月31日)

　該当事項なし。

当中間会計期間(2021年９月30日)

　該当事項なし。

 

３．その他有価証券

前事業年度(2021年３月31日)

 種類
貸借対照表計上額

（千円）
取得原価
（千円）

差額
（千円）

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるも

の

(1）株式 244,511 129,587 114,924

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 244,511 129,587 114,924

貸借対照表計上額が

取得原価を超えない

もの

(1）株式 269,099 271,784 △2,685

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 269,099 271,784 △2,685

合計 513,610 401,371 112,239

（注）　1．非上場株式（貸借対照表計上額162,600千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて

困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めていない。

　　　　2．その他有価証券の株式について59,256千円の減損処理を行っている。

　　　　　なお、減損処理にあたっては期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を

行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額につ

いて減損処理を行っている。
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当中間会計期間（2021年９月30日）

 種類
中間貸借対照表計上
額（千円）

取得原価
（千円）

差額
（千円）

中間貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの

(1）株式 218,633 129,587 89,046

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 218,633 129,587 89,046

中間貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの

(1）株式 226,385 271,784 △45,398

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 226,385 271,784 △45,398

合計 445,019 401,371 43,648

（注）　　市場価格のない非上場株式（中間貸借対照表計上額162,600千円）については、上表の「その他有価証券」

には含めていない。
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（デリバティブ取引関係）

前事業年度（2021年３月31日）

　当社は、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はない。

 

当中間会計期間（2021年９月30日）

　当社は、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はない。

 

（ストック・オプション等関係）

前中間会計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）

　該当事項はない。

 

当中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）

　該当事項はない。

 

（持分法損益等）

前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

　当社は関連会社がないため、該当事項はない。

 

前中間会計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）

　当社は関連会社がないため、該当事項はない。

 

当中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）

　当社は関連会社がないため、該当事項はない。

 

（資産除去債務関係）

　当社は、支社局等の不動産賃貸借契約及び定期借地権契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を

資産除去債務として認識しているが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動

産賃貸借契約及び定期借地権契約に関する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積

もり、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっている。資産除去債務の負債計上

に代えて敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当中間会計期間の負

担に属する金額を費用に計上する方法を用いているものに関して、敷金の回収が最終的に見込めないと算定し

た金額は前事業年度8,497千円、当中間会計期間4,187千円である。
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（賃貸等不動産関係）

　賃貸等不動産の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、期中増減額及び時価は、次のとおりである。

（単位：千円）
 

 
前事業年度

（自　2020年４月１日
至　2021年３月31日）

当中間会計期間
（自　2021年４月１日
至　2021年９月30日）

中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)   

 期首残高 279,822 278,994

 期中増減額 △828 12,786

 中間期末(期末)残高 278,994 291,779

中間期末(期末)時価 290,600 315,183

（注）１．中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額である。

２．期中増減額のうち、前事業年度の減少額は減価償却費(828千円)である。当中間会計期間の主な増加額は土

地から投資不動産への振替額(13,200千円)、減少額は減価償却費(414千円)である。

３．中間期末(期末)時価は、路線価及び固定資産税評価額を基に算定した金額である。

 

（収益認識関係）

　当社は、放送番組の制作と販売を主な事業内容としており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転

し　　　た時点で、顧客が当該財又はサービスに対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断しているこ

とから、当該時点で収益を認識している。

　なお、放送事業の売上高以外の重要性が乏しいため、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は記載を省

略している。

 

 

 

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前中間会計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）及び当中間会計期間（自　2021年４月１日　

至　2021年９月30日）

　当社は、放送事業の単一セグメントであるため、記載を省略している。

 

【関連情報】

前中間会計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90％を超えるため、

記載を省略している。

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はない。

 

(2）有形固定資産

　本邦以外の国又は地域に支社局等は存在しないため、該当事項はない。

 

３．主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名 売上高（千円）

日本テレビ放送網㈱ 672,838
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当中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90％を超えるため、

記載を省略している。

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はない。

 

(2）有形固定資産

　本邦以外の国又は地域に支社局等は存在しないため、該当事項はない。

 

３．主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名 売上高（千円）

日本テレビ放送網㈱ 673,937

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

　　　　　　　　該当事項はない。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

　該当事項はない。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

　該当事項はない。
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（１株当たり情報）

　１株当たり純資産額は、以下のとおりである。

 
前事業年度

（2021年３月31日）
当中間会計期間

（2021年９月30日）

１株当たり純資産額 23,060.44円 22,861.35円

 

　１株当たり中間純利益又は１株当たり中間純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりである。

 
前中間会計期間

（自　2020年４月１日
至　2020年９月30日）

当中間会計期間
（自　2021年４月１日
至　2021年９月30日）

１株当たり中間純利益又は１株当たり中間純損失(△) △1,401.03円 19.80円

（算定上の基礎）   

中間純利益又は中間純損失(△)（千円） △420,309 5,941

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る中間純利益又は中間純損失(△)（千

円）
△420,309 5,941

普通株式の期中平均株式数（千株） 300 300

（注）　当中間会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載していな

い。なお、前中間会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、１株当たり中間純損失であ

り、また、潜在株式が存在しないため記載していない。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はない。

 

（２）【その他】

　該当事項はない。
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第６【提出会社の参考情報】
　当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。

(1)有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第68期）（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）2021年６月28日東北財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はない。
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 独立監査人の中間監査報告書  

 

2021年12月23日
 

青森放送株式会社
 

 取締役会 御中  

 

 中島公認会計士事務所  

 　東京都三鷹市  

 

 
 

 
 公認会計士 中島　秀樹

 

     

中間監査意見

私は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている青

森放送株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの第69期事業年度の中間会計期間（2021年４月１日から2021

年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、中

間キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

私は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、青

森放送株式会社の2021年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（2021年４月１日から2021

年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 

中間監査意見の根拠

私は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準に

おける私の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。私は、我が国における職業倫理に

関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私は、中

間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作

成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有

用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事

項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資

者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場か

ら中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に

又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断

される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的

専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の

意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一

部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、

分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に

関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する

注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の

注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財

務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し

た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が

基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

私は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 

利害関係

会社と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

 

（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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